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は じ め に

本市の現庁舎は、昭和３８年の第１庁舎の建設以来、増築等を重ね４棟の庁舎

が建設されてきました。第１庁舎並びに第２庁舎については耐震性能の不足に

よる倒壊や崩壊等の危険性が指摘されており、万一、倒壊した場合には来庁者

や職員に人的被害が生じる不安があります。また、庁舎の狭隘による市民サー

ビスへの支障や建物及び設備の老朽化の進行など、現庁舎の抱える課題はます

ます大きくなっていることから、本市にとって新庁舎建設は避けて通れない行

政課題となっております。

新庁舎の建設については、平成４年度から検討が進められ、これまでにも新庁

舎を建設するという考えが示されてきましたが、様々な行政課題や財政状況な

どから建設には至っておりません。

このような中、平成１８年度に、現下の庁舎の状況や課題を踏まえ、建設すべ

き時期にあるという認識のもと、改めて庁舎建設委員会を設置し、新庁舎に対

する基本的な考え方を御審議いただきました。この際の庁舎建設基本構想では、

建設に向けて具体的な計画を策定し、早期に取組むべきとの提言がなされまし

た。また、議会の庁舎建設特別委員会においても、委員全員の賛成により、可

及的速やかに建設すると報告されました。

この答申等を受けて、平成２０年度より新庁舎の建設に向けて上記の両委員会

で引き続き御審議をいただくとともに、市民説明会等を開催し、御意見、御要

望をいただきました。これを踏まえて、新庁舎の具体的な機能や規模、事業費

等について整理・検討を行い、ここに「北本市庁舎建設基本計画」を策定しま

した。

現在の社会経済情勢は１００年に一度と言われる未曾有の不況下にあり、本

市においても厳しい財政状況が続くものと予測されます。このため、新庁舎の

建設については、常にその事業費と市の中長期的な財政状況、市町村合併や人

口減少などに配慮して進める必要があると認識しております。したがいまして、

市といたしましてはここにお示しした基本計画を基に、事業費の縮減などを更

に検討を進めてまいりたいと考えております。皆様の一層の御理解、御協力を

賜りますようお願い申し上げます。

終わりに、この基本計画策定にあたり御協力いただきました関係各位に対しま

して、心から感謝申し上げます。

平成２１年（２００９）３月

北本市長 石 津 賢 治
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第１章 計画の前提条件

１－１新市庁舎建設の目的

近年の庁舎建設では、庁舎を住民情報の管理、サービスの器から地域の活性

化、行政の文化化、市民参加の促進を図る場としても考えられており、従来か

らの行政ゾーンと議会ゾーンに加え、市民サービスゾーンが重要な位置付けと

なっている。

本市の現庁舎は、昭和３８年に建設されて以来、増築等を重ねてきたが、施

設の狭隘化、窓口業務の分散化を余儀なくされており、エレベーター等の設置

もされておらず、市民サービスにも支障をきたしている。

また、近年の高度情報化対策、バリアフリー対策、地球環境問題、多様な市

民ニーズに対する迅速な市民サービスの提供を行う場合にも支障となってきて

いる。さらには、大震災時における救済対策や防災・災害復旧拠点施設として

の機能を果たす施設として庁舎に代表される公共建築物の耐震性を一層強化す

ることが必要とされている。

したがって、これらの諸問題を解決するとともに、市の将来像である「緑に

囲まれた健康な文化都市」を実現するための拠点として、「市民自治の拠点と

なる市民に親しまれ市民に開かれた庁舎とすること」、「将来的な市民サービ

スにも的確に対応できること」、「地球環境に配慮した庁舎とすること」、「周

辺地域との調和を図りながら市の将来都市像を表現する庁舎とすること」を目

標に新庁舎の建設に取組むものとする。
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１－２ これまでの経緯

本市では、昭和５９年に庁舎建設基金を設置して積立てを行うとともに、平

成４年には、庁舎建設検討委員会を発足し、市制施行３０周年となる平成１３

年の新庁舎完成を目指して検討を進め、平成１０年１２月には北本市庁舎建設

基本計画を策定した。

しかし、バブル経済の崩壊を受けた長引く景気低迷や地価の下落などから市

税収入が減少、財政状況が悪化する中で、土地区画整理事業の推進や既存の学

校、保育所、公民館等の改修、圏央道の整備や新駅問題なども重なり、新庁舎

建設に向けた方向が変化した。

特に平成１２年３月の庁舎建設委員会の答申では、平成１０年度に策定した

庁舎建設基本計画に対し、新庁舎建設に向けた課題が指摘され、平成１３年２

月には「厳しい財政状況のなか、市民福祉の向上と義務教育施設等の整備など

新たな行政需要に対応するため、庁舎建設計画は当分の間延期する（目標年次

として市制施行４０周年となる平成２３年度に完成予定）」との市長方針が示

された。

この市長方針に基づき、平成１３年度には、新庁舎建設までの間（１０年）、

現庁舎を使用することを前提に庁舎改修設計を実施し、平成１５年度予算とし

て３億４，２２６万円の改修工事費を計上したが、本市を取り巻く合併問題が

議論されていること、財政状況が厳しさを増す中での庁舎改修工事に着手する

ことについて、再度慎重に検討が必要との判断から庁舎改修工事を凍結するこ

ととなった。

その後、市議会や市民の中で現庁舎の課題等から新庁舎の建設の必要性を問

う声もあることから、改めて庁舎建設委員会が設置され新庁舎建設に対する考

え方の整理を行い、平成１９年３月に「庁舎建設基本構想」として答申がなさ

れた。また、併せて、市議会の庁舎建設特別委員会においても、新庁舎につい

ては可及的速やかに建設することとして委員長報告がなされた。

平成２０年度には、以上の構想意見等を踏まえて８月から１１月までの４ヶ

月間に渡り、各コミュニティ委員会を始めとする市内各種団体に想定事業費や

配置計画等を含む庁舎建設に関する説明会を実施するともに、平成２１年１月

から２月にかけて庁舎建設基本計画（案）についてパブリック・コメントを実

施し、多岐に渡る意見等をいただき今日に至ったものです。
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新庁舎建設の検討経過

年度 取組み事項

平成４年度 庁舎建設検討委員会を発足

・ 平成１３年（市制３０周年）完成目指す。

平成７年度 庁舎建設委員会を発足

平成９年度 庁舎建設基本構想の策定

・ 庁舎建設委員会の基本構想に対する答申で「庁舎建設場所は現在

地」とされた。

平成１０年度 庁舎建設基本計画の策定

・ 規模１０，０００㎡、６階建

・ 建設費５１億８，１４０万円

・ 建物工事費４１億６，０００万円

平成１１年度 財政難で庁舎建設が課題となる。

庁舎建設計画の見直し（庁舎建設委員会に諮問・答申）

平成１２年度 庁舎建物診断調査の実施

・ 第１・２庁舎の耐震性能が不足

・ 庁舎改修費９億５，１４０万円

庁舎建設計画の見直し（庁舎建設検討委員会で検討着手）

庁舎建設延期表明

平成１３年度 庁舎建設計画の見直し検討報告

庁舎改修設計報告

・ 増築・改修工事費４億３，１５５万円

・ 第５庁舎（６７６㎡）等の建設

  建設費１億２，２６４万円

・ 改修工事（空調等）

  ２億４，７３１万円

平成１４年度 平成１５年度予算に、３億４，２２６万円予算措置

平成１５年度 財政難で庁舎改修工事が課題となり、増築及び改修工

事等を凍結

平成１７年度 新庁舎建設に向けて再度、課題整理と検討を開始

平成１８年度 庁舎建設計画の再見直し（庁舎建設委員会へ諮問・答申）

庁舎建設基本構想の策定（H１９年３月）

・ 現庁舎の置かれている状況や課題、市のシンボルとしての役割、災

害時の復旧拠点としての機能などから、基本構想を具体化する基本

計画を策定し、早期に建設に取り組むことの提言がされる。
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市議会庁舎建設特別委員会委員長報告（H１９年３月）

・ 庁舎建設について、委員全員が賛成。可及的速やかに建設するとさ

れる。

平成１９年度

～２０年度

庁舎建設基本計画の策定に向けた取組み

・ 庁舎建設に関する市民説明会の実施

・ 庁舎建設基本計画（案）パブリック・コメントの実施

１－３ 現庁舎の概要

（１）現庁舎の建設の経緯

現在に至る庁舎建設の歴史は、昭和３４年の町制施行を契機に、行政の拠点

施設として昭和３８年に現在の第１庁舎を建設したのが始まりである。

昭和４６年の市制施行を経て、人口増加等による行政需要の多様化に対応し、

効率的な事務の執行を図るため、同４９年に市役所敷地を拡張して第２庁舎を

建設した。

その後、昭和５３年には会議室や倉庫等の不足解消のため第３庁舎を建設し、

平成９年には隣接する民有地を借地して、第４庁舎を建設し現在に至っている。

□ 現庁舎の規模等

・ 位置：北本市本町１丁目１１１番地

・ 都市計画：市街化区域 第二種中高層住居専用地域

・ 庁舎敷地面積：約１４，０００㎡ （第４庁舎借地面積を含む）

・ 既存庁舎建築面積：約３，720㎡

・ 既存庁舎延べ床面積：約５，725㎡ （付属棟含む）

○庁舎別床面積等

建物名称 床面積 建設年月 備考

第１庁舎 約１，３９３㎡ Ｓ３８．４ Ｓ５３．９増築

第２庁舎 約１，５８６㎡ Ｓ４９．３

第３庁舎 約８５７㎡ Ｓ５３．９

第４庁舎 約９００㎡ Ｈ ９．３

その他付属棟 約９８９㎡ 倉庫・自転車置き場等

合計 約５，７２５㎡
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現況 １階平面図
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現況 ２階平面図
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１－４ 市の概要

（１）北本市の位置

北本市は埼玉県の中央部に位置し、大宮台地上の平坦な地形上にあり、西側

には荒川が流れ、北及び東には鴻巣市、南には桶川市、西には川島町及び吉見

町に隣接している。

東北自動車道及び関越自動車道に挟まれた地域となっており、中央部をＪＲ

高崎線、県道 164 号鴻巣桶川さいたま線及び国道１７号線が南北に縦断してお

り、これらに沿って市街地が形成されており、都心まで 45km の圏内にある。

○ 東経 139 度 32 分

○ 北緯 36 度 01 分 25 秒

○ 面積 19.84ｋ㎡

○ 広ぼう 東西 5.8km、南北 5.3km

○ 海抜 24.05m
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（２）人口

①人口の推移

北本市の人口は 1985 年（昭和 60 年）からの 10 年間で 12,400 人程度増

加し、約 20％の増加傾向を見せた。

しかし、少子高齢化の進行により我が国の人口は減少傾向にあり、203５年

には 2005 年における人口の８４％程度となるとの推計がなされている。（表

1.４.1 参照）

北本市においては 201０年（平成 2２年）から減少傾向に転ずると推測され

ており、人口減少率は、全国平均、県平均よりも若干上回ると予測されている。

（2007 年（平成 19 年）1 月時点：70,649 人）

表 1.4.1 国・県・市の人口の推移の推計（国立社会保障・人口問題研究所より）   （単位：千人）

※比率は 2005 年を 100%とした場合の比率

図 1.4.1 国の人口の推移の推計                       （単位：千人）

図 1.4.2 埼玉県の人口の推移の推計                     （単位：千人）

図 1.2.3 北本市の人口の推移の推計                     （単位：千人）
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2005年 比率(%) 2010年 比率(%) 2015年 比率(%) 2020年 比率(%) 2025年 比率(%) 2030年 比率(%) 2035年 比率(%) 

国 127,768 100.0 127,176 99.5 125,430 98.2 122,735 96.1 119,270 93.3 115,224 90.2 110,679 87.0

埼玉県 7,054 100.0 7,082 100.4 7,035 99.7 6,923 98.1 6,752 95.7 6,527 92.5 6,258 88.4

北本市 70.1 100.0 70.0 99.9 69.1 98.6 67.5 96.3 65.3 93.2 62.4 89.0 59.1 84.4
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図 1.4.３ 北本市の人口の推移の推計                     （単位：千人）

②人口の構成

人口全体に占める１５～６４歳までの人口の比率は全国平均よりも若干高い

値を示している。これは、緑豊かな居住環境にありながら首都圏等へのアクセ

スの容易さなどを反映し、１９８５年（昭和６０年）程度から、子育て世代と

言える若年層の新たな居住が比較的多かったためと推測される。

（表 1.４.2 参照）

表 1.4.2 国・県・市の年齢３区分別人口（2005 年（平成 17 年）国勢調査報告より） （単位：人）

国 左記比率(%) 埼玉県 左記比率(%) 北本市 左記比率(%) 備　考

15歳未満 17,399,700 13.6 990,172 13.8 9,397 13.3

15～64歳 83,372,800 65.3 4,902,202 68.3 48,302 68.2

65歳以上 26,819,900 21.0 1,287,191 17.9 13,140 18.5

計 127,756,000 100.0 7,179,565 100.0 70,839 100.0

（３）自然条件等

気温、降雨量、天候、風向等に関しては次表の通りである。

表 1.4.3 月別気温変動（2007 年（平成 19 年）埼玉県央広域消防本部データより）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

日平均(℃) 3.7 4.1 6.8 13.7 16.9 22.8 24.7 27.1 23.7 18.0 10.9 4.2 年平均 14.7

日最高(℃) 15.8 17.3 18.6 32.0 28.3 34.8 36.0 36.4 34.6 32.4 23.0 13.9 年最高 36.4
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表 1.4.4 月別降雨量変動（2007 年（平成 19 年）埼玉県央広域消防本部データより）

表 1.４.5 天候別日数（2007 年（平成 19 年）埼玉県央広域消防本部データより）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

降雨量(mm) 81.5 52.0 47.5 57.5 48.0 68.5 237.0 220.5 88.0 137.0 30.0 1.5 年降雨量 1,069.0
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表 1.４.6 年間風向日数（2007 年（平成 19 年）埼玉県央広域消防本部データより）

冬期は北西から、夏期は南東～東方面からという関東平野における各都市と

同様の特徴を示している。

北 北北東 北東 東北東 東 東南東 東南 南南東 南 南南西 南西 西南西 西 西北西 北西 北北西

日数 2 8 16 22 25 30 7 54 13 0 0 1 0 4 24 2
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第２章 整備の方向性の検討

２－１ 庁舎建設基本計画の位置付け

本基本計画においては、基本構想で示された新庁舎建設の方針や、考え方な

どを実現するため、新庁舎の具体的な機能や規模、事業費、事業手法、課題の

解決方法等、基本設計に向けた諸条件の整理・検討を行うものとする。

◇基本計画の位置付け

２－２ 基本的な考え方―「北本市庁舎建設基本構想」より抜粋―

平成１９年３月に庁舎建設委員会より「庁舎建設基本構想」として答申がな

され、新庁舎建設の基本的な考え方が示された。

これらの事項を踏まえ、庁舎建設基本計画の検討を行う。

□庁舎建設基本構想（H１９年３月）の概要

基本的な

考え方

１）行政・文化の拠点としての整備

２）市民自治の拠点となる市民に親しまれ市民に開かれた庁舎

３）防災の拠点としての庁舎

４）将来的な市民サービスにも的確に対応できる庁舎

５）周辺地域との調和を図りながら市の将来都市像を表現する

庁舎

建設場所 新庁舎は現在地に建設する。

基本構想（平成１９年３月）

・ 方針

・ 機能

・ 建設場所

・ 課題等

基本計画

・ 機能・規模の考え方

・ 事業費・財源等の検討

・ 課題への対応

・ 事業手法の検討

・ 市民合意形成
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新庁舎の機能 １） 建物本体に対する考え方

① 市民ホール

協働の推進のための交流スペース、情報を共有するための行

政情報コーナー、市民参加を考慮した展示ギャラリー等、多目

的に利用できるオープンスペースとする。

② 行政部門

行政サービスを提供する場として、わかりやすさ、安全性、

利便性などを考慮し、単純明快なものとし、併せて高度情報化

に対応したものする。（窓口部門／一般事務部門／高度情報化

対策）

③ 議会部門

議会が市民の間接参加による政治を行う場であるため、その

機能的独立性を確保するとともに、市民が身近に感じられる場

としての機能をも有したものとする。（必要施設／設備・機能）

④ 管理・厚生部門

管理・厚生部門は、機能的に配置して、使い勝手のよいもの

とし、働きやすい職場スペースを確保する。（収納スペース／

図書室／更衣室・給湯室・トイレ／福利厚生施設）

⑤ その他

・ 障害者・高齢者対策（ユニバーサルデザイン／バリアフリー

対応）

・ 省資源・省エネ対策

・ 防災対策

・ 日照・電波障害対策

・ 庁舎の文化化・国際化

２）外部空間に対する考え方

① 広場空間の確保

市民がイベントや屋外展示会等で集い、ふれあう場として、

可能な限り広いスペースを確保するとともに、文化センターと

の一体的な利用を図る。

② 緑地の確保・美観

緑地スペースの確保に努め、桜や菊をはじめとして、四季を

通じて花や緑に親しめるよう配慮する。

③ 駐車場・駐輪場

駐車場は、来客用として100台程度、公用車用として５ ０
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台程度を確保する。なお、敷地の状況等から文化センターの駐

車スペースとしての利用についても検討する。

また、駐輪場は１５０台程度を確保し、その半数程度を屋根付

き駐輪場として整備する。

新庁舎建設の

課題

１）土地利用の課題

・特別用途地区指定等に向けた検討

２）建設費の検討

・庁舎建設基金・地方債活用の検討

３）ＰＦＩの活用検討

・従来手法や，ＰＦＩ等を含めた事業手法の検討

４）行政・文化拠点の課題

・本市の全体の中での拠点づくりの視点から庁舎建設を検討

２－３ 新庁舎の施設整備の考え方

庁舎建設基本構想に掲げられている基本的な考え方や新庁舎の機能をもとに、

新庁舎における施設整備の検討を行う。なお、検討にあたっては、将来に予想

される合併に対応できるよう多目的な利用や用途の変更等にも対応できる計画

とする。

（１）防災拠点としての庁舎

災害時には庁舎内に災害対策本部を設置し、災害情報の迅速な収集把握、救

援活動や復旧活動の的確な指令、関係機関との連絡調整などが行える防災拠

点・災害復興拠点としての機能を持つものとする。

□ 具体的事項

① 建築

・ 構造に関しては、防災拠点施設として十分な耐震性能を確保する

・ 窓ガラス等の災害時の破片等落下防止措置の検討

・ 室内の機器・備品が地震の振動により転倒あるいは機能停止しないよう配慮

する

② 電気・機械・防災設備

・ 設備関連を一元管理する庁舎管理室等を設け防災機能の確保を図る

・ 消防法等に基づく必要設備の整備及び、災害時等を見据えた自家発電装置や

無停電電源装置等の設置の検討
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③ スペースの確保

・ 緊急車両用スペースの確保

・ 災害時における飲料水等救援物資、土のう等災害対策物資の備蓄スペースの

検討

・ 災害対策の中枢機能と分離した場所に、各種支援活動を行う団体、ＮＰＯ等

への対応ができるスペース（広場）等の確保

・ 緊急時に対応できる仮眠設備、スペース等の設置の検討

（２）市民に開かれたわかりやすい庁舎

新庁舎は、行政の拠点としての役割に加え、市民に広く開かれ、市民と行政

との協働を具現化した構成とする。

・ 庁舎を訪れる人の目的に応じて、便利でわかりやすい施設配置や空間構成と

する。

・ 隣接する文化センターとの連携を考慮しながら、市民の自主的、自発的な取

組みの推進の場として、市民協働、市民交流、市民活動のスペースを設ける。

また、文化センターの補完的役割として多目的に利用できるオープンスペー

スとしての市民ホールを設ける。

・ 情報公開機能の強化のため、情報コーナー等のスペースを設ける。

・ 様々な相談・手続き等に対応でき、できる限り用件ごとに別の窓口に出向く

必要がないようワンストップサービスの実現を図る。

・ 低層階は、窓口（総合窓口）、相談スペース、待合機能を充実し、窓口対応

が主となる執務部門を低層階に配置する。

□ 具体的事項

低層階に配置する部署等

・ 総合政策部 協働推進課

・ 総務部   税務課 市民課

・ 市民生活部 くらし安全課

・ 保健福祉部 福祉課 こども課 高齢介護課 保健年金課 健康づくり課

・ 会計課

・ 教育部   学校教育課 生涯学習課

・ 市民ホール（文化センターとの連携を考慮）

※ 部門構成については、将来の予測が困難であるため、現時点での組織構成

をもとに想定した。
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■低層部分、上層部分に配置する部署の考え方

（３）バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進

新庁舎においては、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律（バリアフリー新法）」及び「埼玉県福祉のまちづくり条例」等を遵守する

ことはもとより、来訪者とともに職員を含めた様々な人々の利用に配慮した「ユ

ニバーサルデザイン」の推進を図る。

□ 具体的事項

① 駐車場

・ 車椅子使用者の駐車スペースの確保とその位置への配慮

・ 車椅子スペースのサインのわかりやすさ

② 敷地内通路

・ 段差や急勾配のない通路計画

・ 視覚障害者誘導通路、スロープ等に自転車等が置かれないような配慮

・ 車椅子の動線と点字ブロックができるだけ干渉しないような設計

・ 閉庁時における動線の検討

・ 歩行者と自動車との交差を出来るだけなくす設計

③ 建物出入口

・ わかりやすい配置

・ 自動扉に自動音声案内装置等の設置を検討

・ 手助けが必要な場合の呼び出し機器の設置の検討

・ 車椅子常設スペース、電動車椅子充電スペース等の設置の検討

④ 建物内部全般

・ わかりやすい案内板

・ 多国語対応の表示

・ 点字サインの設置

上層部分：議会部門並びに行政中枢機能や防災機能を担う部署

一般利用の少ない部署や、安全やプライバシーの面から閉鎖的な執務環境

が望ましい部署

低層部分：市民利用が多い部署を集約的に配置
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・ 車椅子利用者同士が往来できるゆとりある廊下等の設計

⑤ エレベーター

・ 障害者対応の仕様

⑥ トイレ

・ オムツ替えやオストメイト等にも対応した多目的トイレの設置

・ 衛生器具の位置等を案内する点字表示の設置

図 国土交通省 バリアフリー新法 建築設計標準より

〈エントランス平面〉                       〈駐車場〉

（４） 効率的で働きやすい庁舎機能

事務執務に効率的な空間とし、将来の組織機構の変化にも柔軟に対応できる

働きやすい環境とする。

□ 具体的事項

１）執務・会議室

① 執務室はオープンフロアを基本とし、業務の変化への対応や職員間のコミュ

ニケーションが図りやすいよう配慮する。

② 執務室と廊下との間仕切りは、移動可能なローカウンターを基本とし、ゆと

りある接客スペースを柔軟に確保する。

③ 執務室や、会議室は移動可能な間仕切りなどを活用し、フレキシブルな空間

利用を図る。

④ 必要な行政資料の閲覧・調査及び収納スペース、書類保管庫等を適切に配置

する。
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⑤ 会議室は、庁舎内に共用会議室や打ち合わせスペースをバランスよく配置す

る。

⑥ ＩＴ化の対応として、ＬＡＮ等の配線が容易なフリーアクセスフロアとする。

２）セキュリティ

① 庁舎内のゾーニングを明確にすることで、市民に開放されたスペースを確保

する一方で、個人情報や行政情報の保護、夜間や休日等におけるセキュリテ

ィの確保を図る。

② 特に高いセキュリティが求められる室や範囲については、ＩＣカード等によ

る入出の管理を行う。

③ 防犯カメラ等の設置による、犯罪の抑止、業務時間外の警備体制の補完を図

る。

３）福利厚生施設の設置

① 職員のための休憩スペースをバランスよく配置し、すべての職種の利用に配

慮する。

② 職員の健康管理等の観点から、保健・相談・救護機能スペースを配慮する。

（５） 市民に開かれた議会機能

議会が市民の間接参加による政治を行う場であるため、その機能的独立性を

確保するとともに、市民が身近に感じられる場としての機能をも有したものと

する。

□ 具体的事項

① 議会部門は同一階に配置する。

② 市民に開かれた施設となるよう議場、事務局及び市民スペース等を適切

に配置する。

③ 議場や委員会室は、議会の利用がない時は、他の利用のために提供でき

るようレイアウトや配置について検討する。

④ 議場及び傍聴席は、市民が利用しやすいよう配慮するとともに、車椅子

対応ができるようにする。

⑤ 議員控室は、会派の議員数に対応できるように移動可能な間仕切壁とす

る。

⑥ 各議員の議会活動に資するよう図書室等の整備を行う。

⑦ 議会中継が可能な放送設備を整備する。

⑧ 将来、合併による一定数範囲内の議員定数の増加に対応できる議場、議



- 19 -

員控え室等を設置する。また、合併により議会部門が不用になった場合

には、用途変更などの対応ができる構造とする。

（６）グリーン庁舎の推進

新庁舎における、建物のライフサイクルを通じた環境負荷低減に配慮し、環

境保全対策の模範となる「グリーン庁舎」を目指すことが求められる。

□ 具体的事項

（ア） 自然を利用・自然と共生

・ 自然光を採り入れ、照明用電力の削減に配慮する。

・ 春や秋などの中間期には、自然の通風を心がけ、空調設備の負担軽減に配慮

する。

・ バルコニーの設置、落葉樹やつる性の植物等によるグリーンカーテンによる

遮光や屋上緑化等により夏期の空調設備の負担軽減に配慮する。

・ 太陽エネルギー（太陽光発電）の有効利用を検討する。

・ 雨水の有効利用（トイレ洗浄水や散水）を検討する。

・ 構内舗装をできるだけ浸透性舗装とし、敷地内の雨水は敷地内で処理する。

（イ） 環境にやさしい技術の活用

・ 建物の内装材等は、エコマテリアルといえる素材の活用に配慮する。

・ 空調設備の負担軽減のため、遮熱複層ガラス等の使用を検討する。

・ 外壁の外断熱を検討する。

・ 照明等は省電力型機器を使用し、センサー等による制御を行い、消費電力の

抑制に努める。

・ トイレには節水型機器を使用し、使用水の抑制を図る。
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図 国土交通省 「グリーン庁舎」イメージ図

（７）外構の整備の方向性

①緑化の推進

都市部における緑の減少は、延焼等を防ぐ防災機能の低下や生活のうるおい

の喪失をまねくばかりでなく、ヒートアイランド現象等の原因となっている。

北本市は緑豊かな環境を残し、国の天然記念物に指定されている石戸蒲ザク

ラや桜の名所の城ヶ谷堤、高尾さくら公園などが広く市民に親しまれている。

新庁舎周辺においても、植樹帯の形成を図るなどして緑化を推進し、北本市

の庁舎としてふさわしい景観の形成を図る。

なお、埼玉県では「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」により、緑化計画

届出制度が 2005 年（平成 17 年）10 月から施行されており、緑化面積が定

められている。

○対  象：敷地面積 3,000 ㎡以上

○緑化基準：敷地面積×(1-建ぺい率)×0.5

※現状敷地面積 約 14,000 ㎡で建ぺい率が 60％の場合、

14,000×(1-0.6)×0.5=2,800 ㎡以上の緑化が義務付けとなる。



- 21 -

                                      

高尾さくら公園        

「埼玉県緑化計画届出制度のあらまし」より

①樹木による緑化 ②芝その他地被植物による緑化

③芝生等による駐車場の緑化

④樹木や地被植物を用いた緑化

⑤コケ類等による緑化 ⑥つる植物による壁面緑化

                                   

高尾宮岡ふるさとの緑の景観地

②市民広場

市民ホールと連携した様々な催し物等の開催や災害時等に対応可能なスペー

スとして市民広場の整備を図る。

グラスパーキング(駐車場の床の緑化)の実

証実験の例（神戸市）

：兵庫県は産学協同で各種パターンの気温

低減効果・芝の生育状況・景観性・タイヤ

圧の影響等に関する実験を行っている。気

温低減効果・景観性への評価とも、緑化面

積 60%以上のものが高い。
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（８） 新庁舎の長寿命化の実現

本市を取り巻く環境変化は今後一層進むものと考えられ、市民や市民団体と

行政との関係、行政組織の変動といった内的要因だけでなく、情報技術の進展

や将来に予想される合併など、数多くの変化要因が考えられる。

これらの変化の方向性をすべて予見することは困難であり、将来的な変化に

対応可能な柔軟性を備えた庁舎とする必要がある。

また、将来の市財政への影響にも配慮し、庁舎の設計、施工、維持管理、運

営、将来の改修などを含めた費用をできるだけ抑制し、後年度負担の軽減を図

るものとする。

□ 具体的事項

・ 長期的な経済性を確保するため、施設の耐用性及び保全性を適切に確保する。

・ 設備は、安全性、管理性、将来対応性、経済性を考慮したものとする。

・ 将来の技術革新や情報システム等の進展にも対応可能な構造とする。

・ 大規模な修繕工事が最小限となるよう、建築・設備の更新や修繕が容易な庁

舎とし、ライフサイクルコスト（建物の維持管理等に要する長期間にわたる

費用）の低減を図るものとする。

・ 施設の用途や執務体系等の変更等に柔軟に対応できるよう、レイアウト等の

変更を考慮した平面計画とする。
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第3章 新庁舎の規模の検討

３－１ 規模設定の前提条件

規模設定の前提条件を下表のとおり想定する。

（１）計画人口

第四次北本市総合振興計画（平成１８年３月）より、将来人口を７１，００

０人（平成２７年目標値）とする。

（２）新庁舎に配置する職員数

北本市定員適正化計画（平成１７年７月）では、一般職員の総数を平成17年

度から平成２１年度の５年間で７０名削減していくことを目標としており、そ

の策定の考え方を基本に、現行の組織をふまえて算定した職員数３０８人を新

庁舎に配置する職員数とする。

（３）議員数

北本市議会の議員の定数を定める条例により、議員数を２０人とする。

（４）組織

組織構成については、今後の法改正や地方分権の進捗、規制改革の推進、合

併の可能性など、将来の予測が困難であるため、現時点での組織構成をもとに

想定する。
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３－２ 施設規模

（１）庁舎の全体規模

新本庁舎の規模は、想定人口、職員数、議員数及び公用車の数等に基づくこ

とを基本とする。

「地方債事業費算定基準」により標準面積を試算すると8,991.2㎡となり、

一方、これを「国土交通省新営庁舎面積算定基準」により試算すると9,048.8

㎡となる。

□総務省自治財政局地方債通知「地方債取扱上の留意事項」の算定基準より

※「地方債事業費算定基準」による規模の算定であり、各室等の大きさを決定したもの

ではありません。

換算率
等

単位面積
(㎡)

備　　考

三役特別職 3 人 20.0 4.5 ＝ 270.0

部長次長級 18 人 9.0 4.5 ＝ 729.0

課長級 27 人 5.0 4.5 ＝ 607.5

課長補佐係長級 90 人 2.0 4.5 ＝ 810.0

一般職員 152 人 1.0 4.5 ＝ 684.0

製図者 18 人 1.7 4.5 ＝ 137.7

308 人 3,238.2 a

3,238.2 ㎡ 0.13 ＝ 421.0 上記 ａ×13％

308 人 7.0 ＝ 2,156.0

2,577.0 ｂ

5,815.2 ㎡ 0.40 ＝ 2,326.1 ｃ＝上記 （ａ+b）×40％

6 台 25.0 ＝ 150.0 ｄ

議事堂 議員定数 20 人 35.0 ＝ 700.0 ｅ

8,991.2

事務室　小計

附属面積　小計

区　　分 面積(㎡)職員数等

事務室

玄関、廊下、階段等
交通部分

車庫

計

倉庫
会議室等
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□国土交通省 新営庁舎面積算定基準より

※「新営庁舎面積算定基準」による規模の算定であり、各室等の大きさを決定したも

のではありません。

近年本庁舎を建設した類似の団体を比較すると、職員数1人当たりの面積が２

７㎡～３８㎡となっている。さらに『建築計画・設計シリーズ 庁舎施設』によ

ると、最近のデータでは、職員1 人当たりの床面積は２５㎡～３５㎡程度であ

る。（現状、本市の職員一人当たりの面積約１７．５㎡）この数値により試算

すると７，７００㎡～１０，７８０㎡程度となる。

また、近年正規職員の減少に比例して再任用職員、非常勤職員、臨時職員な

どの割合も増えている状況にあり、全体で400人近い数となることから、この

ことを踏まえ、新本庁舎の規模は、8,500㎡を上限とした計画とする。

換算率
等

単位面積
(㎡)

備　　考

三役特別職 3 人 18.0 3.3 ＝ 178.2

部長次長級 18 人 9.0 3.3 ＝ 534.6
課長級 27 人 5.0 3.3 ＝ 445.5
課長補佐係長級 90 人 2.5 3.3 ＝ 742.5
一般職員 152 人 1.0 3.3 ＝ 501.6

製図者 18 人 1.7 3.3 ＝ 101.0

308 人 2,503.4
a
職員等 １人当たり平均：8.1㎡/人

2,503.4 ㎡ 0.13 ＝ 325.4 上記 ａ×13％

155.0 308人/100人*40㎡+準備室等30㎡

68.0
23.2 4人と想定：4人*3.3+10

65.0 13.0㎡*5F

192.5 1.65㎡*308人/3

108.2 0.32㎡*（職員数308人+議員定数30人）

85.0
184.8 0.6㎡*308人

26.2 0.085㎡*308人

700.0

700.0

2,633.3 ｂ

831.0 冷暖房（水槽、空調機械室等）

131.0

29.0

991.0 ｃ

5,136.7 ㎡ 0.40 ＝ 2,054.7 ｄ＝上記 （ａ+b+c）×40％

6 台 25.0 ＝ 150.0 ｅ（総務省基準に沿って計上）

16.5 3.3㎡*3人+3.3*2と想定 

議事堂 議員定数　 20 人 35.0 ＝ 700.0 ｆ（総務省基準に沿って計上）

9,048.8
ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｅ＋ｆ
職員等 １人当たり平均：31.5㎡/人

車庫

機械室
電気室
自家発電気室

玄関、廊下、階段等
交通部分

計

倉庫
会議室等
電話交換室
庁務員室
湯沸室
受付等
便所及び洗面所

運転手詰所

設備関係面積　小計

面積(㎡)職員数等

事務室

医務室
更衣室

事務室　小計

附属面積　小計

区　　分

売店

市民ホール
多目的室
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新庁舎の全体想定規模 8,500㎡程度

なお、この数値をもとに、配置計画、事業費等の検討を行うものとするが、

庁舎全体の機能や規模、既存の庁舎の活用、文化センターとの連携、住み分け

等についても詳細に検討し、可能な限り、庁舎規模や事業費の縮減を図るもの

とする。

補足として、既存の庁舎の活用にあたっては、駐車場の確保の観点、建物用

途の変更や補強等の必要性、地方債活用への影響なども考慮しなくてはならな

いことから、今後予定している基本設計等においても引き続き検討を行うもの

とする。

（２）駐車場等の規模等の検討

１）駐車場

① 現状の規模

現在の駐車台数は来庁者用駐車場１４６台、公用車用駐車場５７台、その他

職員パーキングの利用30台を併せて、233台が庁舎の敷地内に確保されている。  

平日の来庁者用駐車場は満車となることは少ないが、雨天時や、隣接してい

る文化センター等における催事の際には、庁舎内の駐車場も利用され満車とな

る状況である。

② 計画条件

・ 駐車場の種類としては、来庁者用、公用車用、議会用、職員パーキング用（通

勤）、サービス車用（物流搬入等）等を想定する。

・ 隣接する文化センターの駐車スペースの不足に対応するため、共有の駐車場

整備を想定する。

・ 文化センターとの一体的利用を考慮し、文化センター側からも進入できる駐

車場形態とする。

・ 職員パーキング用駐車場は、原則として別敷地とするが、やむなく配置する

場合については、文化センター等における催事の際に利用できるような配置

とする。

・ 議会用駐車場については、来庁者用駐車場と共用する。

・ 高齢者、障害者への配慮として、駐車場から庁者出入口の動線については、

フラットで駐車場からわかりやすい位置が望ましい。また、庁舎出入口付近
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に身障者用駐車スペースを計画する。

③ 規模の検討

駐車台数は、庁舎の敷地拡張とともに、相当数が確保できたものと考えられ、

現状程度とするが、周辺道路の整備や埼玉県における緑化基準への対応、バリ

アフリーに対応した駐車場の配置等を考慮すると、約150台程度しか確保でき

ないことが想定されるため配置計画と併せ駐車場確保の検討を進めできるだけ

多くの駐車場の確保に努めるものとする。

□新庁者駐車場計画

来庁者用※１ 公用車用※２ 台数計

1００台程度 57台 １５０～１６０台程度

※ １ 身障者スペースは、現状の4台以上を確保する。

※ ２ 車種別：乗用車16台、乗用兼貨物36台、特殊車両2台、その他３台

※ ３ 職員パーキング用は、原則別敷地に確保するものとし、来庁者の利用

を優先する。

２）駐輪場

現状は、約120台分のスペースであるが、温室効果ガス削減の観点等から、

今後自転車での来庁者が増加することも考えられる。将来予測分として、現在

の25％程度の追加を見込み、150台程度駐輪可能なスペースを最低限確保する。

なお、雨天時の対策として、その半数程度の上部には屋根の設置を検討する。
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第4章 配置計画等の検討

４－１ 土地利用計画の検討

（１）敷地周辺の現況

当該敷地周辺の土地利用状況は、北側に隣接する文化センター、さらにその

北側には北本中学校があり、公共・公益ゾーンを形成している。また、周囲に

は、低層住宅が広がっている。

用途地域の指定状況については、本町１丁目の内、西中央通線の沿道を除い

て、第二種中高層住居専用地域（建ぺい率 ６０％、容積率 ２００％）に指

定されている。

また、北本中学校及び文化センター周辺については、片側歩道が整備されて

いるが、庁舎の周辺については歩道の整備がなされていない状況である。

図 4.1 現庁舎周辺 都市計画図

市庁舎
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（２）道路整備の方針

新庁舎が文化センター等と連携した「行政・文化拠点」となるように、アプ

ローチの改善、歩道の連続性の確保、歩行者と車の動線などの観点から、道路

の拡幅とともに歩道の整備を検討する。

なお、拡幅については、庁舎敷地内への一方後退とし、幅員を次のように設

定する。

○ 北側道路（市道6362号線） 幅員14ｍ（両側歩道の整備）

○ 東側道路（市道6363号線） 幅員11ｍ程度（庁者側に片側歩道の整備）

※ 既存庁舎の活用の検討から、拡幅幅は今後確定する。

○ 西側道路（市道6361号線） 幅員６～９ｍ（車道及び庁者側に片側歩道の          

整備）

○ 南側道路（市道6360号線） 幅員9.5ｍ（庁者側に片側歩道の整備）

※ 今後の特別用途地区の指定等に関連した国等との協議により、幅員や計画

の変更もありえる。
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４－２ 配置計画の検討

新庁舎の建設にあたっては、その建設場所が現在使用中の敷地であることか

ら、通常の建物配置計画に加えて、既存建物との取り合いについても配慮する

ことが重要になる。

（１）配置計画の基本条件

日常の庁舎運営・建設時における市民利用の配慮など下記の点を考慮し、配

置計画の検討を行う。

① 現庁舎の日常運営のため、既存機械室の取り壊しを避けることとするが、移

転・仮設等の検討も行い敷地の有効利用を図る。

② 議事堂等議会関係・執行部幹部関係は、仮庁舎運営を避けることとするが、

工区分け（議会部分の先行）や仮設による運営などについても検討を行う。

③ 市民利用への配慮・建設コストの軽減を図るため、仮設庁舎の規模を最小限

とする。また、必要に応じて工区分けなども検討する。

④ 近隣に対しての圧迫感を軽減する。

⑤ 庁舎敷地周辺には、外周部分に道路、歩道を設置する。（既存の敷地側へ一

方後退とする。）

⑥ 文化センターとの一体的な敷地利用（市民広場・防災広場）が可能となるよ

う配慮する。

⑦ 庁舎周辺の交通情報を配慮するとともに、文化センターとの一体的な利用が

可能な駐車場とする。

⑧ 敷地周辺の住環境を良好に保つために、最小限の日影（実日影）に抑える。
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（２）配置計画案の検討

基本条件を元に、Ａ～Ｃの配置計画案の作成を行い比較検討する。

□ 想定事項

建物 敷地の確保の観点や、想定規模（上限値）から建物概要を想

定する。

・ 建物階層 ４階程度

・ 建築面積 2,200 ㎡～2,500 ㎡

仮設庁舎 先行して解体する建物と同程度の規模とする。

Ａ案 ・ 庁舎敷地の中央に配置を想定し、周囲の住環境への配慮を

図る。

・ 現在の第１庁舎の位置を基本とした建設位置を想定。

Ｂ案 ・ 庁舎をやや北側に配置し、南側に駐車場や広場を大きく確

保することを想定する。

・ 現在の第２庁舎の位置を基本とした建設位置を想定。

Ｃ案 ・ 仮設庁舎の設置を極力少なくするものとして想定する。

・ 第１庁舎１階部分のみの解体を基本とした建設計画とす

る。
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■配置計画案比較表

既存庁舎を利用しながらの施工の可能性の有無や日影上の規制等からの新庁舎等の形態の規制を踏まえ、比較検討する。

建設

計画

概要

・第１庁舎及び敷地西側倉庫等を撤去

・第１庁舎とほぼ同じ位置に庁舎を配置

・仮設庁舎は敷地北東側、北西側等で検討

建設

計画

概要

・第２、第３庁舎等を撤去

・新庁舎は敷地北側に配置

・仮設庁舎は敷地南西側、北東側で検討

建設

計画

概要

・第１庁舎南側等を撤去

・仮設庁舎は敷地北東側等で検討

長所

・新庁舎の位置を敷地の中央部（第１庁舎のほぼ重なる位置）に

設定しているため、日影等周囲に影響を及ぼす可能性はほとん

どないと考えられる。

・文化センターとの間にも大きな空地を確保でき、一体的な土地

利用が可能である。

長所

・敷地南側に広い空間や駐車場を一体的に整備でき、一元的な管

理が可能。

工事段階においても南側の空地部分を来庁者用の駐車場とし

て活用しやすい。

長所

・新庁舎の位置を南側に設定しているため、文化センターとの間

に大きな空地を確保することができ、一体的な土地利用が可

能となる。

・仮設庁舎に要する面積が一番小さい。

懸念

事項

・第１庁舎２Ｆにある議場等を工事中において撤去してしまう

ため、仮設時期における対策等が必要。

・仮設庁舎部分を除く北側の空地部分が施工段階における来庁

者用の駐車場となるが、現状よりはかなり狭くならざるをえな

い。

・新庁舎等の位置を計画地の中央部としているため、駐車場が

南側と北側に分かれる形態となるため、サイン等の十分な整備

が必須である。

懸念

事項

・工事段階において議場等が撤去されることはないが、議員控室

や委員会室等が撤去されてしまうため対策等が必要。

・日影制限のため、建物の位置やヴォリュームの規制が他案より

厳しく、そのヴォリューム内での検討となる。

・日影上はクリアしているが、冬季には本町公園に影がかかる時

間が多い。

・工事段階において第２、第３庁舎等を撤去するため、必要な仮

設庁舎の面積が３案のなかで最も大きい。

・工事時における仮囲いのため、工事中は第４庁舎と第１庁舎等

との行き来がしづらい。

懸念

事項

・工事段階において議場等が撤去されることはないが、第１庁舎

を低層部のみ撤去してしまうため、残った第１庁舎の業務に

支障が及ばないように塞ぐなどの措置が必要。

・日影上はクリアしているが、冬季には東西の住宅地に影がかか

る可能性がある。

・南側に配置するため、南側の住宅等に圧迫感を与えない配慮が

必要となる。

・Ａ案と同様に施工段階における来庁者用の駐車スペースが狭く

ならざるをえない。

【新庁舎】

【新庁舎】

【新庁舎】

【仮設庁舎】

【仮設庁舎】

【仮設庁舎】

【仮設庁舎】

Ａ案 Ｂ案 Ｃ案
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■配置計画案比較表-2

配置計画案 評価軸・評価項目 Ａ案 Ｂ案 Ｃ案 備  考

①既存機械室の取り壊し回避
◎ ○ ◎

いずれも条件をクリアしているが、Ｂ案に関しては配管等の切断等に関する注意が必要

②議会関係等の仮設庁舎運営の回避 × △ ◎
Ａ案、Ｂ案では委員会室や議会控室等を解体せざるをえないため、他室との振替等の措置が必要

③仮設庁舎の規模を最小限にする

配慮
△ × ◎

着工前撤去概略面積：Ａ案;庁舎 1,300 ㎡,倉庫等 470 ㎡ 計 1,770 ㎡、

          Ｂ案;庁舎 1,910 ㎡,倉庫等 370 ㎡ 計 2,280 ㎡、

          Ｃ案;庁舎 4８0 ㎡,倉庫等 370 ㎡ 計 850 ㎡、

着工前撤去概略面積が大きければ必然的に仮設庁舎必要面積も大きくなる。

④近隣に対しての圧迫感の軽減 ◎ ○ △
既存庁舎を生かしながらの計画であるため、最良とはいえないが、階数を低く設定するなどの配慮

が必要となる。

⑤敷地外周に道路、歩道の設置 ◎ ◎ ◎
いずれの案も計画可能。

⑥文化センターとの一体的な敷地利

用（市民広場・防災広場等）
○ △ ◎

Ｃ案が文化センターとの間に最も広い空間を確保できる。Ｂ案は庁舎により分断されるため動線等

の配慮が必要となる。

⑦文化センターとの一体的な利用が

可能な駐車場の整備
○ △ ◎ 同上

⑧日影における配慮（最小限に）
◎ ○ ○

Ｂ案については、冬季における周辺住宅への配慮が必要となる。
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（３）配置計画素案

これまでの検討から、配置条件の基本方針に最も沿っているのはＣ案、次い

でＡ案というように考えられる。

このことから、Ｃ案及びＡ案をたたき台として検討を進めるが、今後の基本

設計において、業者からの提案及び市民や職員の意見などを取り入れながら、

事業費の検討、仮設庁舎の規模等も併せて詳細の検討を行うものとする。

４－３ 平面計画の検討

平面計画の検討については、「第2章 ２－３ 新庁舎の施設整備の考え方」

に基づき行うものとする。

なお、具体的な平面計画については、今後の基本設計において、業者からの

提案及び市民や職員の意見を取り入れながら詳細な検討を行うものとする。
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４－４ 仮設庁舎の検討

新庁舎建設にあたり、工事費、工事期間、市民サービスを踏まえ、一部を仮

設建物とした庁舎運営を行う必要がある。配置条件で示した内容をもとに、仮

設庁舎移転の基本的な考え方を以下に示す。

① 既存庁舎による運営及び庁舎レイアウトを十分考慮し、解体する庁舎は最小

限度とする。

② 仮設庁舎は、簡易的な構造を基本とし、解体前の規模と同規模とする。

③ 駐車場は、収容台数が減少するため、仮設庁舎の位置も配慮し、可能な限り

駐車スペースを確保する。

④ 新庁舎建設工事中は、既存庁舎との間に仮囲いを設置し明快なゾーニングを

する。

⑤ 来庁者動線は、敷地北側に確保し、工事車両動線と明確に分け安全性に配慮

する。

なお、具体的な移転計画については、今後の基本設計において、庁舎のレイ

アウト等とともに、業者からの提案を受けながら詳細な検討を行うものとする。

第５章 事業費及び財源の検討

仮囲い

庁舎建設位置

工事車両入口

庁舎入口

仮設庁舎及び仮囲い等の想定

配置計画Ｃ案の場合

仮設庁舎
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新庁舎を建設するにあたって必要となる費用とその財源について、次のよう

に想定する。

なお、これらの想定については、庁舎規模や必要機能の付加などにより変更

もありえ、今後の基本設計などにおいてより詳細を詰めることとする。

５－１ 建設費用

（１）建設費用に関する基本的考え方

庁舎を建設する際には、今後の時代潮流をふまえた機能を導入する必要があ

るが、一方で、健全な財政運営の観点から、新庁舎の建設が将来の市財政に及

ぼす影響を吸収可能であること、将来の市民にとってできるだけ負担を残さな

いことにも十分な配慮が必要である。

こうした点をふまえ、新庁舎の建設にあたっては、当初の建設費用だけでな

く、長期にわたる維持管理・運営費用も織り込んだ経済性、費用対効果にも十

分配慮した計画とすべきである。

（２）費用想定

新庁舎の建設に要する費用については、下表のとおり本体工事費約24億円、

総事業費約３１億５千万円と想定する。（庁舎規模8,500㎡で算定）

この費用は、新営予算単価（国土交通省大臣官房官庁営繕部）や、他市の新

庁舎建設費事例をもとに検討した建設単価により、モデルケースをもとに算定

を行ったものであり、今後、規模の縮小や必要機能の精査など詳細を詰める中

で可能な限り事業費の縮減を図るものとする。

単位:千円

項 目 金 額

設計管理、事前調査 １５０，０００   

本体工事費 8,500㎡で算定 ２，４００，０００   

        （㎡単価）    （２８２．５）

解体撤去、仮設庁舎 ３２０，０００   

外構等 １３０，０００   

グリーン庁舎 １５０，０００   

合 計 ３，１５０，０００   

（㎡単価）    （３７１）
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【参考】

近年建築または、建築予定の庁舎における平均単価

総 事 業 費 437,540円（313,725円～523,349円）7市平均

庁舎建設費 368,371円（276,200円～452,963円）１０市平均

５－２ 財源

前項で示した庁舎建設費用について、財源ごとの調達金額を下表のとおり想

定する。

本市では、昭和59年より庁舎建設基金の積み立てを行っており、平成19年

度末残高は約2,526,800千円となっている。

また、市債については、職員数から導かれる庁舎面積による算定基準があり、

この基準により現在の想定で約10億円程度の起債が可能となる。

なお、市財政への影響に配慮し、事業費の縮減を図るとともに一般財源の持

ち出しを可能な限り抑制するとともに、将来の負担額ができるだけ抑えられる

よう起債の額や資金調達方法に配慮するものとする。

◎ 財源内訳想定

項目 金額（千円）

庁舎建設基金 ※1 約２，５２６，８００

地方債（一般単独事業）※２ 約６２３，２００

合計 約３，１５０，０００

※1 庁舎建設基金については、平成１７年度に年度を越える振替運用を行っている。

（３億円）

※2 地方債の活用については、上限が約10億円程度となっていることから、今後の

計画とあわせ、庁舎建設基金や一般財源等との調整を行いながら確定するものと

する。
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５－３ 維持管理費等の検討

新庁舎の建設による庁舎規模の拡大に伴う光熱水費の増、エレベーターの設

置による保守管理、長寿命化を配慮した定期的な点検やメンテナンスを想定し

維持管理費の検討を行う。

なお、現時点では維持管理費の詳細な内訳の算出は困難であるため、「建築

施工単価（2008年夏号）」及び他市町事例等を参考とし試算を行った。

◎想定単価

建築施工単価

3,000㎡以上の建物481施設による

調査

維持管理費 2,265円／㎡

光 熱 水 費 2,556円／㎡

計     4,821円／㎡

他市町事例 維持管理及び光熱水費

約6,000円～約8,200円／㎡

現状 （平成19年度実績）

維持管理費   18,254,711円

光 熱 水 費   16,355,203円

計       34,609,914円

維持管理費 3,380円／㎡

光 熱 水 費 3028円／㎡

計     6,408円／㎡

◎想定維持管理費等（庁舎規模8,500㎡にて算定）

建築施工単価より 維持管理費 19,252,500円

光 熱 水 費 21,726,000円

計     40,978,500円

他事例より 計

約51,000,000円～69,700,000円

現状から 維持管理費 28,730,000円

光 熱 水 費 25,738,000円

計     54,468,000円

上記により、現状から約6,368千円～35,090千円の増額が見込まれる。

なお、定期的な点検やメンテナンスの適時実施による上乗せにより、7千円／

㎡～9千円／㎡程度を見込む必要があるとのデータもあり、現時点において詳細

な想定は難しい。

また、他の事例では、庁舎面積を2.25倍と拡大しているが、太陽光発電や雨

水貯留施設の利用により光熱水費の削減を計り、維持管理費等は1.36倍の増に

抑え、㎡単価は前年度の6割程度と約4割の削減に成功している事例もあり、今

後も引き続き、調査・研究を進めるものとする。
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第６章 市民意見の反映

市民説明会等で得られた意見のとりまとめを行い、計画内において具体的な

検討を行う。

なお、今後予定される基本設計においても、引き続き広く市民からの意見を

いただくとともに、知識経験者、専門家などの意見、先進事例の調査・研究等

を実施し、それらの情報の提供を行い、市民との協働により市民から親しまれ

る庁舎としての計画を進めるものとする。

大まかな意見としての分類

１ こどもの安全や保育の質を考え、庁舎と保育所は別とする。

２ 厳しい財政状況の中で、昨今の経済状況を考え、可能な限り庁舎建設基金

約25億円の範囲内で建設を行う。

３ 庁舎規模について、10,000㎡は大きすぎるのではないか。吹き抜けなど

は設けず、華美にはせずに最小限度のものとして建設する。

６－１ 複合施設の検討

ライフスタイルや、就業形態の変化、急速に進む少子高齢化への対応、市民

参加機会の創出、地域社会における交流・コミュニティ活動の拠点、行政・文

化拠点としての機能の発揮などから、複合化についての検討を行う。

なお、複合化にあたっては、極力、庁舎の規模・事業費等が拡大しないよう

にするとともに、補助金や事業債の活用も視野にいれ、将来的な財政負担が生

じないよう配慮するものとする。

□引き続き検討を行う項目

① 子育て世代の交流や社会活動の支援の観点から、子育て支援センターの設置

について検討を行う。

② 子育て世代のみならず、幅広い世代の交流の観点から、交流スペースの設置

の検討を行う。

③ 地域活性化、交流施設として地域住民、市民団体、ＮＰＯ法人の活動スペー

スの確保の検討を行う。

④ 子どもたちの健全育成を図り、安心して学習・交流するための施設として児

童館設置の検討を行う。



- 40 -

６－２ 事業費縮減の検討

事業費の縮減については、必要最低限の機能の確保、現庁舎の有効活用、先

行事例の調査・研究、設計や施工における業者の選定や発注方法の選択など、

庁舎建設基金の範囲内を目標とし、多角的に検討を行う。

□ 事業費縮減における検討項目

（１）建設規模の縮小

（２）事業手法の検討による縮減

（３）工法、構造等による縮減

（４）その他

（１）建設規模の縮小

建設規模の縮小については、既存の庁舎の活用により新設する庁舎の規模を

縮小する方法が考えられる。この検討にあたっては、ワンストップサービスの

考え方、駐車場の確保などからも多角的に検討が必要となる。

なお、この項目については、設計者の選定にあたり、設計委託候補者より提

案として求め、基本設計の中で詳細を検討するものとする。

□ 想定される項目

・ 既存の庁舎（第３，４庁舎）を活用した新庁舎規模の縮小

・ 執務室及び会議室の共用や、レイアウトの工夫による執務スペースの縮小

・ その他

（２）事業手法の検討による縮減

庁舎建設の事業手法として、従来の代表的な事業手法である従来手法（公共

直営方式）の他に、民間の資金や技術、ノウハウを活用する手法としてＰＦＩ

方式、リース方式による事業手法が採用されている事例があることから、これ

らの比較による事業費の縮減の検討を行う。

① 事業手法選定の基本的考え方

選択すべき事業手法については、以下に示すような点からみて適格性を備え

ていること、それらを総合的に勘案して最適な方式を採用することが求められ

る。併せて、市民に対しても透明性、公開性、客観性を備え、市民の意向が的

確に反映できる手法が望ましい。
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・ 庁舎の施設としての特性

・ ライフサイクルコストの削減

・ 資金調達と市財政への影響

・ 建設スケジュール

② 事業手法の選択

前項の基本的考え方を視点に、庁舎建設の代表的な事業手法である従来方式

（公共直営方式）とＰＦＩ方式、リース方式の３つを対象に比較検討する。

項目 従来方式 ＰＦＩ方式 リース方式

概要 市が施設の設計、建

設、及び維持管理・

運営の各業務をそ

れぞれ委託・請負契

約として別々の民

間事業者に発注す

る。

民間事業者がＰＦ

Ｉ法に基づき、全業

務を一括して、長期

契約として行う。

（市は基本計画策

定、事業監視を行

う。）

民間事業者が資金

調達・設計・建設を

行った施設を市に

長期リースし、投下

資金回収後、市に施

設所有権を移転す

る。

土地所有者 市 市（設計及び建設中

は民間へ貸付）

市（設計、建設及び

リース期間中は民

間へ貸付）

建物所有者 市 施設完成後：市又は

民間（PFI方式の手

法により異なる）

リース期間中：民間

リース期間終了

後：市

実施主体 設計 市 民間 民間

実施主体 建設 市 民間 民間

整備資金の調達 市（基金、一般財源、

起債）

市（基金）、民間 市（基金）、民間

維持管理 市 基本的には民間 市又は民間

発注方法 仕様発注（市が構造

などの詳細な仕様

書を提示）

性能発注（民間が契

約を自己責任で解

釈し実施）

使用発注または性

能発注

発注形態 一括（設計）、分離

（建設）

一括発注（設計、施

工、）

一括発注（設計、施

工）

発注方式 仕様発注（構造、材

料などの詳細な仕

様書を市が作成し

発注する。）

性能発注（市が基本

的な性能要件を提

示し、民間事業者は

それを満たす設計

性能発注（市が基本

的な性能要件を提

示し、民間事業者は

それを満たす設計
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をし、施工する。使

用する資材や技術、

工法を自由に提案

できる）

をし、施工する。使

用する資材や技術、

工法を自由に提案

できる）

コストの削減可能

性

低い 高い（民間ベースに

よる効率設計・施

工、ＶＥ、一体管理、

運営による全体コ

ストの縮減）

高い（民間ベースに

よる効率設計・施

工、ＶＥ、一体管理

による全体コスト

の縮減）

支出の平準化 事業費全額を竣工

に支払うため、時短

期間での支払いが

必要

年度ごとの予算の

低減と平準化が可

能

年度ごとの予算の

低減と平準化が可

能

支払利息 小さい 大きい（民間資金は

市場金利によるた

め、公債と比較して

高金利となる）

大きい（民間資金は

市場金利によるた

め、公債と比較して

高金利となる）

維持管理 原則、市の分離・分

割発注による単年

度契約

市又は民間の長期

契約(契約条件等に

よる。事業期間終了

後は市負担)

市又は民間の長期

契約((契約条件等に

よる。リース終了後

は市負担）

事業のスピード 遅い（従来手法遵

守）

遅い（ＰＦＩ法によ

る手順、手続きのフ

ロー遵守）

比較的早い（手続き

の効率化、契約手法

の柔軟性）

地元企業の参入 容易（分離分割発注

により参入しやす

くなる）

やや困難（国の基本

方針の趣旨より）

やや困難（ＪＶ構成

員としての参入は

可能）

総論 長年採用してきた

方式であり、手続き

的な負担も軽く安

心感がある。分離発

注方式によるため

地元企業の参入は

容易である。

仕様に基づく発注

であるため大幅な

手順・手続が厳格で

時間を要するため、

緊急性の高い事業

には不向きである。

また、他にはない導

入可能性調査及び

アドバイザー費用

が発生し、長期の事

前準備期間が必要

リース期間中は、リ

ース業者が所有者

となるため、施設の

安定的使用にはリ

ース業者の財務力

の影響を受ける。

質的向上や財政負

担の低減が図れる

とともに、手続きな
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質の向上や財政負

担の低減は見込み

にくく、事業期間も

長くなりがちであ

る。

とされる。

実績としても、市町

村レベルでの採用

は殆どない。

どの負担も比較的

軽く、工期も短い。

以上の比較により、安定感や地元企業の参加機会の確保の面からは、従来手

法が有利であると考えられる。また、財政負担の平準化や性能発注などによる

コストの削減については、ＰＦＩ方式※１及びリース方式が有利と考えられるが、

ＰＦＩ方式は、市町村の庁舎での実績が少ないことや、庁舎単独となる場合VFM

※２の見通しが立ちにくいことから、採用は難しいと考えられる。

今後の検討に当たっては、従来方式及びリース方式の２つの手法について検

討を進め、市の財政状況や庁舎建設基金のあり方等を踏まえ手法の決定を行う

ものとする。

※１ ＰＦＩ（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）とは、公共施設等の建設、

維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法。

※２ ＶＦＭ（バリュー・フォー・マネー）とは、対象事業の施設整備および維持管理・

運営等に関し、「公共が実施する場合の公的財政負担」と、「ＰＦＩ事業として実施する場

合の公的財政負担」とを比較することにより、ＰＦＩ方式の事業性を確認するもの。

③ 工法、構造等による縮減

工法や構造等による事業費の縮減については、「第2章 ２－３ 新庁舎の

施設整備の考え方」や「第4章 ４－２ 配置計画の検討」などを踏まえ、防災

拠点としてとしての機能や、仮設庁舎規模の縮小などの要件を満たしつつ、事

業費削減の可能性を検討する。

これらの事項については、引き続き調査・研究を進めるとともに、提案等を

幅広く求め、基本設計の中で詳細を検討するものとする。
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第7章 今後の検討に向けて

７－１ 今後のスケジュール

新庁舎の建設については、下記スケジュール案に基づき、平成23年度の着工

を想定するものとする。

今後は、本基本計画に基づき、市民ワークショップ、懇談会等の実施を行い、

市民や職員の意見を聞きながら基本設計をまとめるものとする。

□ スケジュール案

     

・市民合意形成

     ・事業手法の確定

    ・市民ワークショップ、懇談会等による意見聴取

・プロポーザル方式による設計者選定

・用地測量、地質調査等の実施

・特別用途地区指定手続き

     ・建築確認申請等各種手続き

     ・事業者選考

     ・建物本体工事及び、外構、外周道路整備

※案であり、財政状況や採用する構造・工法などにより変更もありえる。

平成１９～20 年度

庁舎建設基本計画策定

平成２１年度

庁舎建設基本設計

平成２２年度

庁舎建設実施設計

平成２３～２４年度

新庁舎建設・開庁
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７－２ 今後の課題、検討事項

これまで新庁舎建設の基本的な考え方をはじめ、備えるべき姿や、規模・構

成、建設費用と財源、実現方策等について述べてきたが、今後も引き続き、こ

の基本計画の方向性に沿ってさらに検討を掘り下げ、市民にとって納得度、満

足度の高い庁舎の実現を図る必要がある。

（１）市民との協働による推進

これまでにも、市民説明会等により庁舎建設に関して多くの意見をいただい

てきたが、今後も引き続き情報提供を行っていくとともに、今後予定される基

本設計においても市民の意見を取り入れながら進めていく必要がある。

基本設計においては、配置計画や平面計画がより具体的なものとなることか

ら、市民を含めたワークショップや懇談会等を開催し、利用者としての意見を

聞き、その実現の可能性についても検討を行うものとする。

（２）周辺地区のまちづくりへの影響の配慮

庁舎の建設にあたり、用途地域の課題解消のため特別用途地区の指定を行う

予定であるが、それらによる周辺地区への影響や自動車、歩行者のアプローチ

などにも配慮する必要がある。

当該地区が、行政・文化拠点として市役所、文化センターを中心とした市民

の交流の核として機能するよう周辺地域と一体となったまちづくりを進めるも

のとする。

（３）発注手法の検討

新庁舎の設計、施工、維持管理・運営の各段階において採用すべき発注方法

については、選定過程の透明性、客観性、公開性を確保することを重視し、合

わせて、提案内容をはじめ応募者の資質や能力も含めて審査できるなど、総合

的な視点から決定する必要がある。

また、景気が後退している中で、地元企業の参入の機会創出など地域経済へ

の波及効果を考慮した検討を引き続き行う必要がある。
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